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令和８年度姫路市新産業創出支援補助金 募集要領 

 

【申請受付期間：令和８年４月２７日（月）～令和８年７月１５日（水）】 

 
新産業の創出を図るとともに、中小企業者の産業競争力を高めるため、

半導体、水素、電池関連製品等の実用化に向けた調査、研究、開発又は実

証の取組に対して助成を行います。  
 

１ 対象者  
申請者は、下記「⑴ 申請要件」の①又は②を満たし、「⑵ 対象外

事業者」のいずれにも該当しない者とします（以下「市内中小企業等」

という。）。  

対象者の要件を満たしていない者の申請書類については、受付できま

せんので、後日返却します。  
 

⑴ 申請要件 

下記①又は②の要件を満たす者が対象です。  

 

①   

・中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者及び個

人事業主並びに中小企業支援法第２条第１項第４号に規定

する中小企業団体であること  

・姫路市内に登記上の本店所在地を有する法人（個人事業主

にあっては姫路市内に主たる事業所を有する、中小企業団

体にあっては姫路市内に主たる事務所を有する）  

 

②   

・中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者及び個

人事業主並びに中小企業支援法第２条第１項第４号に規定

する中小企業団体であること  

・姫路市内に新製品・新技術の研究若しくは開発機能を備え

た研究所又は工場を有する法人、個人事業主及び中小企業

団体  

 

⑵ 対象外事業者  

以下に該当する申請者は対象外となります。  

①  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係

る接客業務受託事業を行う者  

②  代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力
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団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号）第２条第１号に規定

する暴力団若しくは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらの者

と社会的に非難されるべき関係を有する者  

③ 本市市税に滞納又は未申告がある者  

④  同一と認められる事業内容について、過去に、市、国等の補助金

の交付を受けたことがある者  

 ※「３  対象事業」におけるア、イ、ウの補助事業区分が、過去に

補助金の交付を受けた事業と異なる場合は、「同一と認められる事

業内容」には含みません。 

⑤  発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上を同一の大企業が

所有している者  

⑥  発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上を複数の大企業が

所有している者  

⑦  大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上

を占めている者  

⑧  その他、補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性又は公平性

を損なうおそれがあると市長が認める者  

 

＜中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者及び個人事業主＞ 

業種 定義 

①   製造業、建設業、運

輸業 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下又は

常時使用する従業員の数が３００人以下 

② 卸売業 

資本金の額又は出資の総額が１億円以下又は

常時使用する従業員の数が１００人以下 

③  サービス業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下又

は常時使用する従業員の数が１００人以下 

④   小売業 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下又

は常時使用する従業員の数が５０人以下 

⑤   その他の業種

（上記以外） 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下又は

常時使用する従業員の数が３００人以下 

 
 
＜中小企業支援法第２条第１項第４号に規定する中小企業団体＞ 

種類 

⑥ 事業協同組合  ⑨  協同組合連合会 ⑫  商工組合  

⑦  事業協同小組合  ⑩  企業組合  ⑬  商工組合連合会 

⑧ 信用協同組合  ⑪  協業組合   

 



 

3 
 

２ 用語の説明  

用語名  説明  

コンソーシアム  

複数の事業者・大学・公的研究機関等が役割分

担を明確にし、連携・共同して補助事業を行うグ

ループをいいます。 

また、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に 関 す る 規則 」 第 ８条 で 定 義 さ れ る 「親会 社 」

「子会社」のみで構成される場合は、コンソーシ

アムとはみなされません。 

幹事事業者 

補助金申請者として、補助事業の統括・執行管

理・会計事務について一切の責任を負う「市内中

小企業等」をいいます。 

書類の提出についても幹事事業者が行ってくだ

さい。 

大企業 

次に掲げるいずれかに該当する者をいいます。 

ア  資本金の額又は出資の総額が３億円を超え、

かつ、常時使用する従業員の数が３００人を超

える会社及び個人であって、製造業、建設業、

運輸業その他の業種（下記イからエまでに掲げ

る業種を除く）に属する事業を主たる事業とし

て営むもの 

イ  資本金の額又は出資の総額が１億円を超え、

かつ、常時使用する従業員の数が１００人を超

える会社及び個人であって、卸売業に属する事

業を主たる事業として営むもの 

ウ  資本金の額又は出資の総額が５０００万円を

超え、かつ、常時使用する従業員の数が１００

人を超える会社及び個人であって、サービス業

に属する事業を主たる事業として営むもの 

エ  資本金の額又は出資の総額が５０００万円を

超え、かつ、常時使用する従業員の数が５０人

を超える会社及び個人であって、小売業に属す

る事業を主たる事業として営むもの 

事業者 

次に掲げるいずれかに該当する者をいいます。 

ア  個人事業主 

イ  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号 

）第２条第１項に規定する中小企業者 

ウ  中 小 企 業 支 援 法 （ 昭 和 ３８ 年 法 律 第 １ ４７

号）第２条第１項第４号に規定する中小企業団

体 

エ  大企業 
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用語名  説明  

国が指定した 

特定重要物資 

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進

に関する法律施行令（令和４年政令第３９４号）」第１条より

抜粋 

１ 抗菌性物質製剤 

２ 肥料 

３ 永久磁石 

４ 工作機械及び産業用ロボット 

５ 航空機の部品（航空機用原動機及び航空機の機体を構成

するものに限る。） 

６ 半導体素子及び集積回路 

７ 蓄電池 

８ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通

じて電子計算機（入出力装置を含む。）を他人の情報処理

の用に供するシステムに用いるプログラム 

９ 可燃性天然ガス 

10 金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステ

ン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモ

ン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチ

ウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲル

マニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウ

ム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウ

ム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネ

シウム、シリコン、リン及びウランに限る。） 

11 船舶の部品（船舶用機関、航海用具及び推進器並びに船

舶の船体を構成するものに限る。） 

12 コンデンサー、ろ波器及び磁気センサー（磁気を検知す

るためのセンサーをいう。） 

13 人工呼吸器 

14 無人航空機 

15 人工衛星 

16 ロケットの部品（推進装置及びロケットの機体を構成す

るものに限る。） 

 

３  対象事業  
水素関連分野、医療関連分野、環境関連分野、国が指定した特定重要

物資（「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する法律施行令（令和４年政令第３９４号）」第１条に規定するもの

を い う 。 ） 関 連 分野又 は次世代空モビリティ関 連 分野（空飛ぶクルマ

等）における、製品や技術の実用化に向けた次に掲げるいずれかの取組

（補助事業区分）を対象とします。  
ア  可能性調査・研究  

イ  実用化に向けた補助対象事業関連製品の研究・開発  

  基盤・実用化技術の研究・開発、新製品の開発・試作等  
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ウ  新規開発した補助対象事業関連製品の実証  

  試験運用・実証研究等  

 

４ 申請区分  
⑴ 単独申請  

補助対象事業を、市内中小企業等が単独で実施する申請区分です。 

⑵ コンソーシアム申請  
市内中小企業等が幹事となって構成されるコンソーシアムにより補

助対象事業を実施する申請区分です。 

※コンソーシアム申請については、より高度な研究開発やイノベーションが期待さ

れることから、別途定める審査基準に基づき、優先して採択します。 

 
  

５ 補助金額  

申請区分 補助限度額 補助率 

単独申請 １，０００万円 

２／３ 

以内 

コンソーシアム申請 １，０００万円 

※  補助率は３分の２以内とし、１，０００円未満は切捨てます。 

※  単独申請、コンソーシアム申請ともに、令和８年９月頃に事業を採択

し、その後１年間の事業期間を経て、令和９年１０月末頃に補助金額を

確定したうえで令和９年１２月頃に支払いを行います。  

 

 

６ 補助対象経費  

経費区分 内容 

原 材 料 費 等 原材料・副資材の購入に要する経費  

装置購入費等 

機械装置または工具・器具の購入、レンタル、改良ま

たは修繕に要する経費  

外 注 加 工 費 

外注加工、設計委託、ソフトウェア開発委託等に要す

る経費  

試験検査経費 

試験検査機関における製品試験検査に要する経費（機

械試験、耐久性試験、性能試験、気密試験など） 

技 術 指 導 費 技術指導の受け入れに要する経費  

直 接 人 件 費 

本補助事業に直接関与する者の直接作業時間に対する

人件費  

（時間給×直接作業時間数） 
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経費区分 内容 

※時間給の計算の基礎となるのは給料本給のみとし、

手当や賞与は含みません。 

※時間給については、時間給額を明らかにする資料を

提出してください。 

※直接作業時間数については、本事業に従事した時間

を記録した勤務記録簿の写しが必要です。 

調 査 経 費 

各種文献・データ資料の収集・分析等に必要と認めら

れる経費  

共 同 研 究 費 

共同研究契約等にもとづき行う研究・開発・実証に要

する経費  

通 信 費 連絡や打ち合わせのための通信や郵送に要する経費  

運 搬 費 機器や機材等の運搬に要する経費  

その他の経費 市長が必要と認める経費  

 

※  飲食費、旅費等については対象となりません。 

※  各種保険料、振込手数料等については対象となりません。 

※  汎用性のある機器等（パソコン、机など）については、補助対象外と

なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 

※  事業実施に必要な業務のすべてを第三者に委託することはできません。 

※  直接人件費及び外注加工費に対する補助対象上限額は、それぞれ補助

対象経費の２分の１以内の額とします。 

※  補助対象経費は、消費税抜きの金額となります。 

 

７ 補助対象期間（補助事業実施期間）  
交付決定の日から１年間とします。  

※令和８年９月から令和９年８月までを予定  

経費の支払い等も含め、補助対象期間内に事業をすべて完了させてく

ださい。  

なお、令和９年３月下旬に書面で中間報告書を提出していただきます。  

 
 
８ 申請手続き等  

⑴ 交付申請  

①   申請期間  

令和８年４月２７日（月）～令和８年７月１５日（水） 

 

②  申請方法と提出先  

本補助金の申請書類は、下記までご提出ください。 

※郵送でも受付しています。【当日消印有効】  
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※提出された書類は返却いたしません。 

（必ず申請者側で写しをとっておいてください。） 

 

＜提出先・郵送先＞  

〒６７０－８５０１  

姫路市安田四丁目１番地  

姫路市産業振興課  

 

 

 

③  提出書類  

Ａ 単独申請 

書類名  説明  

ア  補 助 金 等 交 付 申 請

書 【 単 独 申 請 】 （ 様

式第１号） 

コンソーシアム申請の申請書（様式第

２号）とは異なりますのでご注意くだ

さい。 

イ  事 業 者 概 要 書 （ 様

式第４号） 

詳しい会社概要・取扱製品カタログ等

があれば添付してください。 

ウ  事 業 計 画 書 （ 様 式

第５号その１～３） 

 

エ  収 支 見 込 書 （ 様 式

第６号）  
金額は税抜で記入してください。 

オ  直 近 の 確 定 申 告 書

の写し 

・法人の場合…法人税確定申告書の別

表一 

・個人事業主の場合…(Ｂ )第一表及び

収支内訳書 

 

※ｅ－Ｔａｘで確 認 で き る 「 受 信通

知」に記載されている別表一（左上

に受付日時があるもの）を提出して

ください。 

※事業開始後１年以内の事業者につい

ては、法人は税務署への法人設立届

出書、個人事業主は開業届でも構い

ません。 

カ  登 記 事 項 証 明 書 の

写し（法人のみ）  

 

本店の所在地、法人設立日及び役員名

を確認できるもので、申請前６か月以

内に発行されたものに限ります。 
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書類名  説明  

キ  本 人 確 認 書 類 の 写

し （ 個 人 事 業 主 の

み）  

住所、氏名、生年月日が明確に記載さ

れており、申請日時点で有効期限内の

もの 

※運転免許証、健康保険証など  

ク  姫 路 市 税 滞 納 無 証

明書（原本） 

姫路市に納税義務のある者で、３か月

以内に発行されたものに限ります。 

 

※姫路市役所税務部窓口等で発行して

いますので、取得される際は、窓口で

「滞納無証明書」を取得したい旨お伝

えください。 

ケ  課税状況調査同意    

 書  

上記姫路市税滞納無証明書を取得され

る際に、発行できない旨を告げられた

者のみ、提出してください。 

コ  主 た る 事 業 所 の 所

在 地 を 証 す る も の の

写し 

賃貸借契約書の写しなど。 

 

※主たる事業所が申請の住所と異なる

個人事業主のみ提出が必要です。確

定申告書に記載済みの場合は不要で

す。 

サ  研 究 所 又 は 工 場 の

写真  

建物の外観写真と研究・開発の場所の

様子がわかる写真  

 

※姫路市内に登記上の本店所在地を有

しない法人のみ必要です。 

シ  誓 約 書 （ 様 式 第 ７

号） 

代表者名を記名（印刷、ゴム印等）さ

れる場合は、代表者印の押印が必要で

す。 

 

Ｂ  コンソーシアム申請 

書類名  説明  

ア  補 助 金 等 交 付 申 請

書 【 コ ン ソ ー シ ア ム

申 請 】 （ 様 式 第 ２

号） 

単独申請の申請書（様式第１号）とは

異なりますのでご注意ください。 

イ  コ ン ソ ー シ ア ム 概

要書（様式第３号）  

全ての構成事業者について記載してく

ださい。 
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書類名  説明  

ウ  事 業 者 概 要 書 （ 様

式第４号） 

大学・公的研究機関を除く、全ての構

成事業者分を提出してください。 

詳しい会社概要・取扱製品カタログ等

があれば添付してください。 

エ  事 業 計 画 書 （ 様 式

第５号その１～３） 

 

オ  収 支 見 込 書 （ 様 式

第６号）  
金額は税抜で記入してください。 

カ  直 近 の 確 定 申 告 書

の写し 

・法人の場合…法人税確定申告書の別

表一 

・個人事業主の場合…(Ｂ )第一表及び

収支内訳書 

 

※幹事事業者分のみ提出が必要です。 

※ｅ－Ｔａｘで確 認 で き る 「 受 信通

知」に記載されている別表一（左上

に受付日時があるもの）を提出して

ください。 

※事業開始後１年以内の事業者につい

ては、法人は税務署への法人設立届

出書、個人事業主は開業届でも構い

ません。 

キ  登 記 事 項 証 明 書 の

写し（法人のみ）  

本店の所在地、法人設立日及び役員名

を確認できるもので、申請前６か月以

内に発行されたものに限ります。 

 

※幹事事業者分のみ提出が必要です。 

ク  本 人 確 認 書 類 の 写

し （ 個 人 事 業 主 の

み）  

住所、氏名、生年月日が明確に記載さ

れており、申請日時点で有効期限内の

もの 

※運転免許証、健康保険証など  

 

※幹事事業者分のみ提出が必要です。  

ケ  姫 路 市 税 滞 納 無 証

明書（原本） 

姫路市に納税義務のある者で、３か月

以内に発行されたものに限ります。 

 

※姫路市役所税務部窓口等で発行して

いますので、取得される際は、窓口で

「滞納無証明書」を取得したい旨お伝
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書類名  説明  

えください。 

 

※幹事事業者分のみ提出が必要です。  

コ  課税状況調査同意   

 書  

上記姫路市税滞納無証明書を取得され

る際に、発行できない旨を告げられた

者の分のみ、提出してください。 

 

※幹事事業者分のみ提出が必要です。  

サ  主 た る 事 業 所 の 所

在 地 を 証 す る も の の

写し 

賃貸借契約書の写しなど。 

 

※幹事事業者が個人事業主で、かつ、

主たる事業所が自宅住所と異なる場

合において、幹事事業者分のみ提出

が必要です。確定申告書に記載済み

の場合は不要です。 

シ  研 究 所 又 は 工 場 の

写真  

建物の外観写真と研究室の様子がわか

る写真  

 

※姫路市内に登記上の本店所在地を有

しない法人のみ必要です。幹事事業

者分のみ提出が必要です。 

ス  大 学 ・ 公 的 研 究 機

関 と の 共 同 研 究 に 関

す る 契 約 書 、 ま た は

研 究 者 へ の 依 頼 書 ・

承諾書の写し 

コンソーシアム構成員となる大学・公

的研究機関に関して必要です。 

契約書等は、幹事事業者、大学・公的

研究機関双方の押印がなされているも

のである必要があります。 

セ  誓 約 書 （ 様 式 第 ７

号） 

代表者名を記名（印刷、ゴム印等）さ

れる場合は、代表者印の押印が必要で

す。 

 

※幹事事業者分のみ提出が必要です。  

 

 ⑵  事業プレゼンテーションの実施  

８月上旬頃に、事業の概要や特徴等についてプレゼンテーションを

実施していただきます。日程等は申請後にお知らせします。  

 

⑶  交付事業の決定  

申請書類及びプレゼンテーションの内容に基づき審査を行い、９月

頃に、交付の可否決定結果を通知します（補助金交付可否決定書（様
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式第８号））。  

※補助金交付可否決定書に記載された額が補助事業完了報告後に交付

する額の上限となります。 

※補助金額は、予算の範囲内で決定しますので、申請額を下回る場合

があります。  

 

⑷  補助金の支払について  

交付決定を受けた事業者は、事業完了後に補助金の交付を受けるこ

とができます。  

令和８年度に採択する事業については、令和９年度に事業実績報告

書提出及び事業完了プレゼンテーションを経て確定する補助金額を令

和９年１２月頃に支払うものとし、概算払は行いません。 

 

⑸ 事業計画の変更手続きについて  

交付決定後、以下のいずれかの要件に該当することとなった場合は、

速やかに補助事業計画変更（廃止（中止））申請書（様式第９号）を

作成し、提出してください。  

申請があったときは、申請内容を審査し、審査結果を補助事業計画

変更・廃止（中止）承認通知書（様式第１２号）にて補助事業者に通

知します。  

 

① 補助事業の内容等に変更が生じた場合  

② 補助事業を中止または廃止した場合  

③ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂

行が困難となった場合  

※上記①について、補助事業の内容変更等が軽微な変更である場合は

除きますが、軽微な変更にあたるか否かは事前にご相談ください。  

 

⑹ 中間報告書の提出 

  交付決定事業者は、令和９年３月下旬頃に、事業の進捗状況につい

て中間報告書を提出してください。 

  ※中間報告に係る事業発表会はありません。また、新年度（令和９

年４月）の申請手続等は不要ですので、期間中は継続して事業を実

施してください。） 

 

⑺  事業実績報告書の提出  

交付決定事業者は、補助事業完了後１０日以内に、以下のものを提

出してください。  
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（事業実施期間は交付決定の日から１年間です。経費の支払い等も含

め、期間内に事業をすべて完了させてください。）  

 

① 補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）（様式第１３号）  

② 収支報告書（様式第１４号）  

③ 経費明細書（完了報告時）（様式第１５号）  

④ 経費明細書類貼付台紙（経費を証明する書類）  

⑤ 事業実績報告（事業完了プレゼンテーション用の資料） 

※ 上記④に、それぞれの経費を証明する書類（領収書の写し 

等）を添付して提出してください。領収書の宛名は申請者であ 

る必要があります。 

 

その他、必要に応じて、追加で書類を提出していただくことがあり

ます。  

 

⑻ 事業完了プレゼンテーションの実施  

完了した事業について、プレゼンテーションを実施していただきま

す（令和９年９月下旬頃）。  

 

⑼ 補助金額の確定及び請求  
事業実績報告書の提出及び事業完了プレゼンテーションの実施に基

づき、補助事業の成果、対象事業費の審査を行い、補助金額を確定す

るとともに補助金確定通知書（様式第１６号）により通知します。  

交付決定を受けた事業者は、確定通知書を受領後、補助金等交付請

求書（様式第１７号）を提出してください。補助金等交付請求書は、

令和９年１１月中旬までに提出していただく予定です。（提出期限は

別途通知します。）  

 

⑽ 経過状況報告書の提出 

  補助事業者は、補助金の交付後２回（令和１０年３月下旬及び令和

１１年３月下旬を予定）、経過状況報告書を提出してください。 

 

⑾  その他 

① 事業実績報告時には、収支報告書に記載した支出経費の全ての

領収書の写しを提出いただきます。 

② 領収書の宛名は、申請者名のみに限ります。 

③  領収書の宛名、内訳、領収日や領収印など記入漏れのないよう

にしてください。 
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④ 支出経費の全ての領収書の写しを提出できない場合は、補助金

の全額又は一部が不支給・返還となる場合があります。 

⑤  領収書原本は、補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保

存しておいてください。 

⑥  要綱の規定に違反したときや虚偽の申請その他不正の手段によ

り補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかに

なったときは交付決定を取り消すことがあります。 

⑦  当該補助事業に係る帳簿及び書類は、補助期間終了後５年間保

存していただきます。 

⑧  採択事業については、事業者名（コンソーシアムの場合はその

構成員を含む）、事業所所在地、連絡先及び補助事業の名称を市

のホームページ等により公表することがあります。  

⑨ 対象者の要件を満たしていない者の申請書類を除き、提出され

た書類はお返ししません。  

⑩  過去において同一の事業内容により、市、国等の他の補助金の

交付を受けたことがある者は本補助金の受給対象外です。  

⑪  この補助事業により取得した財産を、取得した年度の翌年度か

ら５年間（総務省所管補助金等交付規則第８条に規定する処分の

制限の期間が５年間よりも長期の場合にあっては、当該期間）は、

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはいけません。  

⑫  審査の判定内容に関する問い合わせについては、応じられませ

んので御了承ください。  

 

９ スケジュール  

 

 １  交付申請 

  （申請受付期間：令和８年４月２７日（月）～令和８年７月１５日（水）） 

 

     

 

 ２ 事業プレゼンテーションの実施（令和８年８月上旬頃） 
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    市 審査・交付可否決定書発送（令和８年９月頃） 

 

 

 ３ 補助事業の実施（交付決定の日から１年間） 

 ※令和８年９月から令和９年８月を予定しています。 

 

 

 

 ４ 中間報告書の提出（書面提出のみ）   ※令和９年３月下旬頃（予定） 

 

 

 

 

 ５ 補助事業実績報告書（様式第１３号）の提出 

  （提出期限：補助事業完了後１０日以内。 

ただし、事業実施期間は交付決定後１年間となりますのでご注意 

ください。） 

 

 

 

 

 ６ 事業完了のプレゼンテーションの実施（令和９年９月下旬頃） 

 

 

 

    市 補助金確定通知書（様式第１６号）の送付（令和９年１０月末頃） 

 

 

 

 ７ 補助金交付（様式第１７号）の請求（令和９年１１月中旬まで） 
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    市 口座振込による補助金の交付（令和９年１２月頃） 

 

 

 

 ８ 経過状況報告書の提出（補助金交付後２回） 

   ※令和９年度末（令和１０年３月下旬）及び令和１０年度末（令和１１年 

３月下旬）の２回を予定しています。 

 

 

１０ お問合せ先・提出先  

   姫路市産業振興課 

住所：姫路市安田四丁目１番地 

電話：０７９－２２１－２１５８ 

※午前９時から午後５時（土日祝日を除く平日のみ） 
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想定される事業の一例

抗菌性物質製剤 ・抗菌薬の新規開発・既存薬の改良・薬剤耐性メカニズムの解明 等

肥料 ・新しい肥料の開発（高機能性肥料、有機肥料、バイオ肥料等）・既存肥料
の改良・新技術を用いた施肥方法の研究 等

永久磁石 ・新材料の開発・製造技術に関する研究・永久磁石のリサイクルや資源再利
用に関する研究 等

工作機械及び産業用ロボット
・AI活用による機械やロボットの自動調整技術に関する研究・安全技術に関
する研究・高精度及び高効率化に関する研究 等

航空機の部品 ・新材料の開発・航空機の軽量化及び強度向上に関する研究・製造技術の改
良 等

半導体素子及び集積回路 ・新材料の開発・回路設計技術の研究・低消費電力設計の研究・製造プロセ
スにおける欠陥制御の研究 等

蓄電池 ・新材料の開発・既存材料の改良・蓄電池の性能向上や⻑寿命化、安全性向
上に関する研究・蓄電池のリサイクルや資源再利用に関する研究 等

インターネットその他の高度情報通
信ネットワークを通じて電子計算機
を他人の情報処理の用に供するシス
テムに用いるプログラム

・クラウド基盤（仮想化ソフトウェア）などの開発、研究等
 ※クラウド基盤上で動作する特定の業務や用途に特化したアプリケーショ
ン（SaaS等）の開発は対象外とします。

可燃性天然ガス ・天然ガス田の探査・新しい供給源の商業化に向けた研究 等

金属鉱産物 ・代替材料の開発・リサイクル技術の研究 等
 ※国が特定重要物資として指定した金属鉱産物に限ります。

船舶の部品 ・低燃費エンジンや次世代プロペラ等の開発・新材料の開発・新燃料や動力
源に関する研究 等

コンデンサー及びろ波器 ・新材料の開発・コンデンサーの構造及び設計の最適化に関する研究・製造
技術の革新・フィルターの目詰まり抑制に関する研究 等

人工呼吸器 ・人工呼吸器の小型化、軽量化に関する研究・高性能フィルターの開発 等

無人航空機 ・燃料電池等を搭載したハイブリッド機の開発・赤外線カメラや超音波セン
サーなどの搭載に関する研究 等

人工衛星 ・精密電子基板の製造に関する研究 等

ロケットの部品 ・熱変化に強い特殊合金の切削加工、エンジン部品に関する研究・放熱、断
熱、軽量化技術に関する開発 等

水素関連分野 ・水素の製造、貯蔵、輸送の技術に関する研究、燃料電池に関する研究・水
素を扱う際の安全技術に関する研究 等

医療関連分野
・病気の診断や治療に関する技術の研究・再生医療や細胞治療に関する研
究・医薬品の開発・医療機器及び医療用ロボットの開発 等
 ※病気やけがなどの「治療」を目的とするものに限ります。

環境関連分野
・再生可能エネルギーに関する研究・炭素回収及び貯留に関する研究・循環
型社会の構築に関する研究（リサイクル技術、廃棄物処理など）・汚染対策
（水質、土壌、大気）に関する研究 等

次世代空モビリティ関連分野 ・新材料の開発・高性能モーター及びバッテリーの開発・軽量化及び高強度化に関する研究・低騒音プロペラの開発 等

補助対象分野

特
定
重
要
物
資
関
連
分
野

 

【参考】  

補 助 対 象 分 野 に お い て 、 下 記 の よ う な 事 業 が 考 え ら れ ま す 。  

一 例 で す の で 、 下 記 に 限 る も の で は あ り ま せ ん 。 検 討 さ れ て い る 事 業 が 補 助 対 象 に な る か

ど う か に つ い て ご 不 明 な 場 合 は 、 産 業 振 興 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  


